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①平成9月7月28日教育職員養成審議会第一次答申「新たな時代に教員向けた

教員養成の改善方策について」

Ⅰ 教員に求められる資質能力と教職課程の役割

１．教員に求められる資質能力

諮問における検討事項に対する本審議会の見解を明らかにするに先立ち、その前提

となる「教員に求められる資質能力」について検討してみることとしたい。

(1) いつの時代も教員に求められる資質能力

昭和６２年１２月１８日付けの本審議会答申「教員の資質能力の向上方策等につ

いて」（以下「昭和６２年答申」という。）の記述（注）等をもとに考えてみると、

教員の資質能力とは、一般に、「専門的職業である『教職』に対する愛着、誇り、

一体感に支えられた知識、技能等の総体」といった意味内容を有するもので、「素

質」とは区別され後天的に形成可能なものと解される。

昭和６２年答申に掲げられた資質能力は教員である以上いつの時代にあっても一

般的に求められるものであると考えるが、このような一般的資質能力を前提としつ

つ、今日の社会の状況や学校・教員を巡る諸問題を踏まえたとき、今後特に教員に

求められる資質能力は、具体的にどのようなものであろうか。

（注） 「学校教育の直接の担い手である教員の活動は、人間の心身の発達に

かかわるものであり、幼児・児童・生徒の人格形成に大きな影響を及ぼ

すものである。このような専門職としての教員の職責にかんがみ、教員

については、教育者としての使命感、人間の成長・発達についての深い

理解、幼児・児童・生徒に対する教育的愛情、教科等に関する専門的知

識、広く豊かな教養、そしてこれらを基盤とした実践的指導力が必要で

ある」（昭和６２年答申「はじめに」）など。

(2) 今後特に教員に求められる具体的資質能力

これからの教員には、変化の激しい時代にあって、子どもたちに［生きる力］を

育む教育を授けることが期待される。そのような観点から、今後特に教員に求めら

れる資質能力の具体例を、上記(1)に掲げた一般的資質能力との重複や事項間の若干

の重複をいとわず図式的に整理してみると、概ね以下の［参考図］のようになると

考える。

すなわち、未来に生きる子どもたちを育てる教員には、まず、地球や人類の在り

方を自ら考えるとともに、培った幅広い視野を教育活動に積極的に生かすことが求

められる。さらに、教員という職業自体が社会的に特に高い人格・識見を求められ

る性質のものであることから、教員は変化の時代を生きる社会人に必要な資質能力

をも十分に兼ね備えていなければならず、これらを前提に、当然のこととして、教

職に直接関わる多様な資質能力を有することが必要と考える。

資料１

教員に求められる資質能力（過去の答申で提言されている事項）
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資料１

［参考図］今後特に教員に求められる具体的資質能力の例

地球的視野に立って行動するための資質能力

地球、国家、人間等に関する適切な理解

例：地球観、国家観、人間観、個人と地球や国家の関係についての適切

な理解、社会・集団における規範意識

豊かな人間性

例：人間尊重・人権尊重の精神、男女平等の精神、思いやりの心、ボラ

ンティア精神

国際社会で必要とされる基本的資質能力

例：考え方や立場の相違を受容し多様な価値観を尊重する態度、国際社

会に貢献する態度、自国や地域の歴史・文化を理解し尊重する態度

変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力

課題解決能力等に関わるもの

例：個性、感性、創造力、応用力、論理的思考力、課題解決能力、継続

的な自己教育力

人間関係に関わるもの

例：社会性、対人関係能力、コミュニケーション能力、ネットワーキン

グ能力

社会の変化に適応するための知識及び技能

例：自己表現能力（外国語のコミュニケーション能力を含む。）、メデ

ィア・リテラシー、基礎的なコンピュータ活用能力

教員の職務から必然的に求められる資質能力

幼児・児童・生徒や教育の在り方に関する適切な理解

例：幼児・児童・生徒観、教育観（国家における教育の役割についての

理解を含む。）

教職に対する愛着、誇り、一体感

例：教職に対する情熱・使命感、子どもに対する責任感や興味・関心

教科指導、生徒指導等のための知識、技能及び態度

例：教職の意義や教員の役割に関する正確な知識、子どもの個性や課題

解決能力を生かす能力、子どもを思いやり感情移入できること、カ

ウンセリング・マインド、困難な事態をうまく処理できる能力、地

域・家庭との円滑な関係を構築できる能力
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教員に求められる資質能力は、語る人によってその内容や強調される点が区々で

あり、それらすべてを網羅的に掲げることは不可能であるが、今日の社会の状況や

学校・教員を巡る諸課題を念頭に置くと、主として上記のようなものを例示的に挙

げ得るものと考える。

(3) 得意分野を持つ個性豊かな教員の必要性

このように教員には多様な資質能力が求められ、教員一人一人がこれらについて

最小限必要な知識、技能等を備えることが不可欠である。しかしながら、すべての

教員が一律にこれら多様な資質能力を高度に身に付けることを期待しても、それは

現実的ではない。

むしろ学校では、多様な資質能力を持つ個性豊かな人材によって構成される教員

集団が連携・協働することにより、学校という組織全体として充実した教育活動を

展開すべきものと考える。また、いじめや登校拒否の問題をはじめとする現在の学

校を取り巻く問題の複雑さ・困難さの中では、学校と家庭や地域社会との協力、教

員とそれ以外の専門家（学校医、スクール・カウンセラー等）との連携・協働が一

層重要なものとなることから、専門家による日常的な指導・助言・援助の体制整備

や学校と専門機関との連携の確保などを今後更に積極的に進める必要がある。

さらに、教員一人一人の資質能力は決して固定的なものでなく、変化し、成長が

可能なものであり、それぞれの職能、専門分野、能力・適性、興味・関心等に応じ、

生涯にわたりその向上が図られる必要がある。教員としての力量の向上は、日々の

教育実践や教員自身の研鑽により図られるのが基本であるが、任命権者等が行う研

修もまた極めて重要である。現職研修の体系や機会は着実に整備されつつあるが、

今後一層の充実が期待される。

このようなことを踏まえれば、今後における教員の資質能力の在り方を考えるに

当たっては、画一的な教員像を求めることは避け、生涯にわたり資質能力の向上を

図るという前提に立って、全教員に共通に求められる基礎的・基本的な資質能力を

確保するとともに、さらに積極的に各人の得意分野づくりや個性の伸長を図ること

が大切である。結局は、このことが学校に活力をもたらし、学校の教育力を高める

ことに資するものと考える。
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②平成11年12月10日教育職員養成審議会第３次答申「養成と採用・研修との連

携の円滑化について」

３．教員の各ライフステージに応じて求められる資質能力

教員についても，日々の職務及び研修を通じてその資質能力が育成されていくもので

あり，また，各ライフステージに応じて学校において担うべき役割が異なることから，

各段階に応じた資質能力を備えることが必要となる。以下，初任者の段階，中堅教員の

段階，管理職の段階に分けて，それぞれの段階に必要な資質能力について検討する。

(1) 初任者の段階

大学の教職課程で取得した基礎的，理論的内容と実践的指導力の基礎等を前提とし

て，採用当初から教科指導，生徒指導等を著しい支障が生じることなく実践できる資

質能力が必要であり，さらに，教科指導，生徒指導，学級経営等，教職一般について

一通りの職務遂行能力が必要である。養護教諭については，心身の健康観察，救急処

置，保健指導等児童・生徒の健康保持増進について，採用当初から実践できる資質能

力が必要である。

(2) 中堅教員の段階

学級担任，教科担任として相当の経験を積んだ時期であるが，特に，学級・学年運

営，教科指導，生徒指導等の在り方に関して広い視野に立った力量の向上が必要であ

る。また，学校において，主任等学校運営上重要な役割を担ったり，若手教員への助

言・援助など指導的役割が期待されることから，より一層職務に関する専門知識や幅

広い教養を身に付けるとともに，学校運営に積極的に参加していくことができるよう

企画立案，事務処理等の資質能力が必要である。養護教諭については，保健室経営の

在り方，学校保健の推進等に関して広い視野に立った力量の向上が必要である。

(3) 管理職の段階

地域や子どもの状況を踏まえた創意工夫を凝らした教育活動を展開するため，教育

に関する理念や識見を有し，地域や学校の状況・課題を的確に把握しながら，学校の

目標を提示し，その目標達成に向けて教職員の意欲を引き出すなどのリーダーシップ

を発揮するとともに，関係機関等との連携・折衝を適切に行い，組織的，機動的な学

校運営を行うことのできる資質を備え，また，学校運営全体を視野に入れた総合的な

事務処理を推進するマネジメント能力等の資質能力が必要である。

以上検討してきた教員に求められる資質能力を前提として，このような資質能力を備え

る教員を確保するため，今後どのように採用の改善を行い，また研修の見直しを行い，さ

らに大学と教育委員会等の連携方策の充実を図るべきか，以下それぞれについて検討する

こととしたい。

資料１
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③平成17年10月26日中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」

（１）あるべき教師像の明示

○ 人間は教育によってつくられると言われるが、その教育の成否は教師にかかってい

ると言っても過言ではない。国民が求める学校教育を実現するためには、子どもたち

や保護者はもとより、広く社会から尊敬され、信頼される質の高い教師を養成・確保

することが不可欠である。

○ 優れた教師の条件には様々な要素があるが、大きく集約すると次の３つの要素が重

要である。

① 教職に対する強い情熱

教師の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感などである。

また、教師は、変化の著しい社会や学校、子どもたちに適切に対応するため、常

に学び続ける向上心を持つことも大切である。

② 教育の専門家としての確かな力量

「教師は授業で勝負する」と言われるように、この力量が「教育のプロ」のプロ

たる所以である。この力量は、具体的には、子ども理解力、児童・生徒指導力、集

団指導の力、学級作りの力、学習指導・授業作りの力、教材解釈の力などからなる

ものと言える。

③ 総合的な人間力

教師には、子どもたちの人格形成に関わる者として、豊かな人間性や社会性、常

識と教養、礼儀作法をはじめ対人関係能力、コミュニケーション能力などの人格的

資質を備えていることが求められる。また、教師は、他の教師や事務職員、栄養職

員など、教職員全体と同僚として協力していくことが大切である。

資料１


